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あ
ら
ま
し

第４回定例会　市長あいさつ及び提案理由の説明�

第
４
回
定
例
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら

　
12
月
５
日（
金
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
期
の
決
定
、
諸
般
の
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明

　
　
　
９
日（
火
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
10
日（
水
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
12
日（
金
）【
本
会
議
】議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

　
　
　
15
日（
月
）【
総
務
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
16
日（
火
）【
教
育
厚
生
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
17
日（
水
）【
経
済
建
設
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
18
日（
木
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
23
日（
火
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
員
の
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会

（一部抜粋）

令和7年 第４回定例会第４回定例会
◆第４回（12 月）定例会は、12 月５日から 12 月 23 日までの 19 日間にわたり開催され、

条例の制定・改正、補正予算など 16 件が市長から提出されました。議案は、審査の
結果、いずれも原案のとおり、可決されました。また、一般質問では８名の議員が登
壇し、市の方針等を質しました。

　市長就任から 2ヶ月が経過し、市民の声
をより市政に反映させるための手法や優先
すべき課題への対応について職員や関係機
関と協議を重ねた結果、令和 8年 1月 1日
付で市役所組織の一部を改編することにし
ました。具体的には、イノシシやハクビシ
ンなどの鳥獣害対策に特化した鳥獣害対策
課や、私が掲げる政策の中で迅速な対応が
求められる事項を取り扱うための秘書課を
新設します。さらに、政策調整、地域振興、
ブランド戦略の一元化を図るため、現行の
政策秘書課、事業推進課、ブランド戦略課を、企画政策課と魅力発信課に再編するものです。
　また、国において地方公共団体が物価高騰の影響を受ける生活者や事業者への支援を迅速に実施でき
るよう「重点支援地方交付金」が追加されました。本市では、この交付金の趣旨に基づき、速やかに対
応できるよう市議会と協議を進めます。引き続き行方市の発展と市民福祉向上のために皆様のご指導を
賜りますようよろしくお願いします。



審査の内容を一部抜粋してお伝えします。議決結果は９ページをご参照ください。
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行
方
市
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手

続
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　
指
定
管
理
者
の
選
定
に
つ
い
て
、
施
設
ご
と
の
特

性
に
応
じ
た
柔
軟
な
管
理
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
専

門
性
の
高
い
事
業
者
を
非
公
募
で
候
補
者
に
選
定
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
規
定
を
追
加
す
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
既
存
の
条
例
の
範
囲
内
で
対
応
で
き
る
の
で
は

　
今
ま
で
の
条
例
内
容
と
違
い
、
今
回
の
改
正
内

容
は
、
候
補
者
に
設
計
を
発
注
す
る
前
に
関
与
し

て
も
ら
う
こ
と
で
、
建
築
や
そ
の
後
の
管
理
・
運

営
を
行
い
や
す
く
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　
公
募
に
よ
ら
な
い
と
あ
る
が
、
建
設
業
者
や
施

設
指
定
管
理
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
、
プ
ロ
ポ
ー

ザ
ル
等
は
行
わ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
選
定
委

員
会
は
設
置
さ
れ
る
の
か

　
施
設
の
維
持
管
理
や
運
営
事
業
者
選
定
委
員
会

等
が
事
業
課
に
設
け
ら
れ
、
公
募
審
査
を
行
っ
て

選
定
す
る
形
に
な
り
ま
す
。
選
定
後
に
指
定
管
理

者
選
定
委
員
会
に
意
見
聴
取
を
行
い
ま
す
。

総
務
委
員
会

　
行
方
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
行
方
市

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
　
令
和
７
年
人
事
院
勧
告
及
び
茨
城
県
人
事
委
員
会

勧
告
に
準
じ
、
職
員
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

月
例
給
、
特
別
給
及
び
宿
日
直
手
当
の
改
定
を
行
う

こ
と
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
人
事
院
勧
告
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
ま
た
、
民
間
企
業
と
比
較
し
た
場
合
は

　
今
回
の
人
事
院
勧
告
で
、
国
家
公
務
員
の
給
与

引
き
上
げ
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

国
家
公
務
員
の
給
与
は
、
民
間
企
業
の
給
与
と
比

較
し
た
う
え
で
決
定
さ
れ
、
多
く
の
自
治
体
で
参

考
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
市
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指

数
は
、
国
家
公
務
員
と
比
較
し
て
97
・
２
％
で
あ

り
、
国
家
公
務
員
を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

民
間
企
業
の
給
与
水
準
と
比
べ
る
と
低
い
水
準
に

あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
※
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
と
は

　
国
家
公
務
員
と
地
方
公
務
員
の
給
料
を
比
較
す

る
と
き
に
使
う
統
計
上
の
指
数
で
、
国
の
俸
給
月

給
を
１
０
０
と
し
た
場
合
の
地
方
公
務
員
の
給
料

水
準
を
表
す
も
の
で
す
。

▼
行
方
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　
令
和
７
年
人
事
院
勧
告
及
び
茨
城
県
人
事
委
員
会

勧
告
に
準
じ
、
職
員
の
給
与
改
定
を
実
施
す
る
こ
と

に
伴
い
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
、
給
料
表

を
改
定
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
行
方
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及

び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
行
方
市
教
育
委
員
会

教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件

及
び
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
令
和
７
年
人
事
院
勧
告
及
び
茨
城
県
人
事
委
員
会

勧
告
に
準
じ
、
職
員
の
給
与
改
定
を
行
う
こ
と
に
伴

い
、
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当
の
支

給
割
合
を
改
定
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の　
特
別
職
は
「
令
和
７
年
４
月
に
遡
及
」
の
記
載

は
無
い
が
、
遡
及
し
な
い
の
か

　
特
別
職
は
月
例
給
の
改
正
は
な
く
、
期
末
手
当

の
み
の
改
正
で
あ
る
た
め
遡
及
の
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。
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児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

７
年
法
律
第
29
号
）
及
び
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣

府
令
（
令
和
７
年
内
閣
府
令
第
82
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
関
係
条
例
の
規
定
を
整
理
す
る
た
め
、
条
例
を

制
定
す
る
も
の

　
今
ま
で
保
育
所
に
お
け
る
虐
待
等
の
通
報
は

あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
防
止
策
と
し
て
監
視
カ
メ

ラ
を
設
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
の
か

　
現
状
で
は
、
そ
の
よ
う
な
話
は
聞
い
て
お
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
行
方
市
内
の
保
育
所
に
お
い
て
監

視
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
行
方
市
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
６
年
法
律
第
47
号
）
に
よ
り
創
設
さ
れ

た
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
対
応
す
る
乳
児
等
の
た

め
の
支
援
給
付
制
度
の
実
施
に
伴
い
、
乳
児
等
通
園

支
援
を
提
供
す
る
事
業
者
が
従
う
べ
き
基
準
を
定
め

る
条
例
を
制
定
す
る
も
の

　
上
位
法
の
改
正
か
ら
、
本
市
の
条
例
制
定
に
至

る
ま
で
の
事
務
の
流
れ
は

　
国
か
ら
制
定
予
定
の
通
知
が
届
き
事
務
作
業
の

案
内
が
さ
れ
、そ
の
後
、公
布
通
知
が
届
き
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
、
条
例
案
作
成
を
し
、
議
会
に
上
程

し
て
い
ま
す
。

教
育
厚
生

員
委

会

　
行
方
市
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
利
用
料
に
つ
い
て
、
恒
常
的
に

保
護
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の

　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
無
料
化
に
つ
い
て

　
徒
歩
通
学
と
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
利
用
料
を

頂
い
て
い
ま
す
。
今
回
、
３
千
円
を
千
円
と
変
更

し
た
の
は
、
恒
常
的
に
保
護
者
の
負
担
軽
減
を
図

る
た
め
で
す
。

　
玉
造
中
学
校
、
北
浦
中
学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス

の
運
行
は
し
な
い
の
か

　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
は
学
校
統
廃
合
に
伴
い
、
遠
距

離
通
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
児
童
生
徒
の
就
学
支

援
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
小
学
校

全
校
と
麻
生
中
学
校
を
対
象
と
し
運
行
し
て
い
ま

す
。

委
員
か
ら
の
意
見
・
要
望

　
〇
学
校
、
保
護
者
、
地
域
の
人
な
ど
の
意
見
を
伺

い
な
が
ら
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
料
金
や
運
営
方
針

を
決
め
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
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～　議会へ請願・陳情される方へ　～

請願・陳情とは、市民が市政についての要望や意見を直接「議会」に提出する方法です。

※　請願書（陳情書）はその要旨、理由を簡単に
分かりやすく書いてください。

※　提出年月日、請願（陳情）者の住所、署名又
は記名押印してください。

※　請願書は、１人以上の紹介議員が必要で、表
紙に自筆による署名又は記名押印が必要です。

※　紹介議員がつかないときは、陳情書としてく
ださい。

※　提出方法については、議会事務局へお問い合
わせください。

○○○に関する
請願（陳情）書

紹介議員
署名又は
記名押印　　　　　印

○○○に関する請願
（陳情）

1. 要旨
2. 理由

令和　年　月　日
請願（陳情）者の住所
署名又は
記名押印　　　　　印
行方市議会議長　　殿

（表紙例） （内容例）

　
行
方
市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
10
条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

　
市
道
払
い
下
げ
の
単
価
及
び
算
定
方
法
に
つ
い

て
　
払
い
下
げ
処
分
単
価
は
、
行
方
市
廃
道
敷
等
の

不
用
残
地
処
分
要
領
に
基
づ
い
て
決
定
し
て
い
ま

す
。
処
分
単
価
に
つ
い
て
は
、
処
分
後
の
目
的
が

宅
地
・
雑
種
地
で
あ
れ
ば
隣
接
す
る
土
地
の
固
定

資
産
税
評
価
額
相
当
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
市

道
買
収
単
価
で
払
い
下
げ
処
分
の
価
格
を
決
定
し

て
い
ま
す
。

　
行
方
市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い
て

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
10
条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
８
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

　
払
い
下
げ
と
な
る
土
地
の
単
価
に
つ
い
て

　
申
請
地
は
雑
種
地
で
あ
る
た
め
、
近
傍
の
固
定

資
産
税
評
価
額
相
当
を
払
い
下
げ
の
金
額
と
し
て

算
定
し
て
い
ま
す
。

▼
行
方
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

　
道
路
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
８
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

経
済
建
設

員
委

会
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▼
令
和
７
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５

号
）
に
つ
い
て

　
一
般
会
計
に
補
正
の
必
要
が
生
じ
た
の
で
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
２
１
８
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
提
案
す
る
も
の

　
　
公
共
施
設
整
備
基
金

　
基
金
の
状
況
と
将
来
の
活
用
方
法
に
つ
い
て

　
庁
舎
を
含
め
た
公
共
施
設
が
老
朽
化
し
て
い
ま

す
。
庁
舎
と
限
定
し
な
い
、
現
在
あ
る
公
共
施
設

の
整
備
基
金
と
し
て
積
み
増
し
て
い
ま
し
た
。
令

和
７
年
度
末
に
は
、約
21
億
円
に
な
る
と
試
算
し
、

ど
の
よ
う
な
形
で
活
用
し
て
い
く
の
か
協
議
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 常

任

予
算
決
算

員
委

会

　
　
防
災
対
応
型
エ
リ
ア
放
送
管
理
事
業

　
光
ケ
ー
ブ
ル
移
設
工
事
の
流
れ
や
今
ま
で
の
実

績
に
つ
い
て

　
電
柱
保
有
会
社
よ
り
、
移
設
対
象
の
電
柱
数
と

光
ケ
ー
ブ
ル
の
メ
ー
タ
ー
数
に
お
い
て
移
設
の
依

頼
が
来
ま
す
。
今
年
度
は
20
件
、
約
４・
７
キ
ロ

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
補
正
は
、
18
件
分

に
な
り
ま
す
。

　
　
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業

　
ば
っ
気
ブ
ロ
ワ
ー
修
繕
に
つ
い
て
。
ど
の
よ
う

な
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
か
。ま
た
、検
査
は
行
っ

て
い
る
の
か

　
排
水
処
理
施
設
ば
っ
気
ブ
ロ
ワ
ー
は
、
洗
浄
室

や
調
理
室
な
ど
で
排
出
さ
れ
た
汚
水
を
貯
め
て
浄

化
す
る
施
設
で
す
。
ば
っ
気
槽
の
中
に
い
る
好
気

性
微
生
物
の
動
き
を
活
発
に
さ
せ
、
汚
水
浄
化
を

制
御
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
検
査
は
、
麻

生
・
北
浦
そ
れ
ぞ
れ
の
給
食
セ
ン
タ
ー
で
月
２
回

行
っ
て
い
ま
す
。

　
　
ご
み
収
集
運
搬
委
託
料

　
契
約
金
額
の
推
移
及
び
算
出
根
拠
に
つ
い
て

　
契
約
額
は
、
平
成
29
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
が

１
億
６
１
１
５
万
７
６
０
０
円
。
令
和
２
年
度

か
ら
令
和
４
年
度
が
１
億
７
０
２
８
万
円
で
約

６
％
ア
ッ
プ
。
令
和
５
年
度
か
ら
令
和
７
年
度
は

１
億
９
５
４
２
万
６
千
円
で
約
15
％
ア
ッ
プ
。
今

回
の
債
務
負
担
行
為
補
正
額
は
、
前
回
よ
り
約

15
％
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
金
額
が
上
が
っ
て
い

る
理
由
と
し
て
は
、
人
件
費
と
燃
料
代
の
上
昇
、

集
積
場
の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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庁
舎
建
設
整
備
事
業

　
庁
舎
耐
震
診
断
業
務
委
託
料
の
積
算
根
拠
及
び

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

　
２
庁
舎（
玉
造・北
浦
庁
舎
）を
ま
と
め
て
行
っ

た
場
合
、
10
か
月
程
度
か
か
り
ま
す
。
２
庁
舎
を

別
々
に
行
っ
た
場
合
、
５
か
月
か
ら
６
か
月
程
度

で
耐
震
診
断
の
Ｉ
Ｓ
値
が
判
明
し
ま
す
。
で
き
る

だ
け
早
く
耐
震
診
断
等
の
結
果
を
踏
ま
え
て
事
業

を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
別
々
に
発

注
で
き
る
よ
う
予
算
の
積
算
を
し
て
い
ま
す
。
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
が
、
議
会
の
可
決
を
受
け
ま
し

た
ら
３
月
ま
で
に
契
約
ま
で
進
め
て
い
き
ま
す
。

そ
の
後
、
準
備
、
現
地
調
査
、
耐
震
診
断
と
な
り

ま
す
。
耐
震
診
断
の
判
定
は
、
耐
震
判
定
会
議
に

委
託
業
務
内
で
図
ら
れ
ま
す
。

　
行
方
市
庁
舎
建
設
基
本
計
画
の
見
直
し
に
つ
い

て
　
現
行
の
基
本
計
画
は
、
統
合
庁
舎
を
建
設
す
る

た
め
の
内
容
で
し
た
。
今
回
、
３
庁
舎
の
耐
震
診

断
を
行
い
、
今
後
の
方
向
性
を
定
め
ま
す
。
令
和

８
年
度
に
は
個
別
施
設
計
画
、
令
和
９
年
度
に
は

公
共
施
設
管
理
計
画
基
本
計
画
を
改
定
し
ま
す
。

耐
震
診
断
後
、
方
向
性
を
決
め
る
時
点
で
議
員
に

相
談
し
な
が
ら
、
新
た
な
手
法
に
対
す
る
計
画
を

作
成
し
て
い
き
ま
す
。

討
論
が
あ
り
ま
し
た

【
反
対
討
論
】

　
・
耐
震
診
断
結
果
の
今
後
の
活
用
方
法
や
改
修
費

用
等
が
不
明
確
で
あ
り
、
着
手
前
に
市
民
と
議

会
の
合
意
が
必
要
。

　
・
基
本
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
市
民
か
ら
の
合

意
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
庁
舎
建
設
の
可
能
性

が
無
く
な
る
流
れ
に
な
る
の
で
反
対
。

【
賛
成
討
論
】

　
・
市
長
公
約
に
対
し
て
市
民
は
結
論
を
出
し
て
い

る
の
で
耐
震
診
断
は
必
要
。

　
・
20
年
前
と
状
況
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
検
証

を
実
施
す
る
事
は
必
要
で
あ
る
の
で
賛
成
。

少
数
意
見
の
留
保

　
採
決
終
了
後
、
委
員
よ
り
少
数
意
見
の
留
保
の
申

し
出
が
あ
り
、少
数
意
見
と
し
て
留
保
さ
れ
ま
し
た
。

【
留
保
さ
れ
た
意
見
】

　
耐
震
調
査
の
結
果
、
耐
震
や
改
修
に
関
わ
る
費
用

が
大
き
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
耐
震
や
改

修
費
用
の
算
出
次
第
で
は
、
３
庁
舎
方
式
か
ら
１
庁

舎
方
式
も
視
野
に
入
れ
た
基
本
計
画
の
見
直
し
が
必

要
で
あ
る
。

　委員会における表決の結果、多数を得られず
廃棄された意見で、本会議における審議の際、
委員長が行う委員会の報告結果と合わせて、自
ら少数意見として報告する権利を保持しておく
ことをいいます。

【条件】
１．委員会の結論に反対の意見であり、
　　表決の結果、少数で敗れたもの
２．廃棄された意見に他の委員１人以上
　　の賛成者がいること

議会メモ：
「少数意見の留保」とは…

▼
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て

　
藤
島　
忠
夫
（
水
戸
市
）

　
令
和
８
年
１
月
１
日
よ
り
、
新
た
に
藤

島
氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
全
会
一
致
で
同

意
し
ま
し
た
。

　
任
期
は
令
和
８
年
１
月
１
日
か
ら
令
和

11
年
12
月
31
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

付託が省略された議案
各委員会への
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本会議において 賛否が分かれた議案
可決

令
和
７
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）

に
つ
い
て

議案
第63号

反
対
討
論

　
庁
舎
の
耐
震
診
断
に
関
す
る
事
業
は
、
市
民
へ
十
分

な
説
明
や
合
意
が
な
く
、
正
式
な
文
書
と
し
て
の
計
画

も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
市
長
個
人
の
方
針
だ
け
で
、
現

行
の
庁
舎
建
設
基
本
計
画
や
関
連
条
例
と
の
整
合
性
が

取
ら
れ
て
お
ら
ず
、
不
適
切
な
事
業
予
算
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14
項
に
基
づ
き
最

少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
追
求
す
べ
き
だ
が
、
総
事

業
費
や
財
源
、
手
順
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
３
庁
舎
方
式

が
最
も
経
費
を
抑
え
ら
れ
る
と
も
考
え
難
い
。
ま
た
、

地
方
自
治
法
第
２
１
８
条
に
基
づ
く
補
正
予
算
は
、
予

算
の
調
製
後
に
生
じ
た
理
由
に
基
づ
き
必
要
が
生
じ
た

と
き
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
状
で
は
該
当
す
る
と
言
え

な
い
。
市
民
合
意
の
も
と
で
計
画
を
見
直
し
、
市
民
会

議
や
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
広
聴
を
行
う
べ
き
。
拙
速
で
は

な
く
丁
寧
な
説
明
と
合
意
形
成
を
重
ね
、
信
頼
さ
れ
る

市
政
運
営
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
た
め
反
対
す
る
。

賛
成
討
論

　
東
日
本
大
震
災
が
お
こ
っ
た
時
点
で
、
耐
震
診
断
を

す
ぐ
に
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
今
ま
で
実
施
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
問
わ
れ
る
べ
き
。
今
回
の
市
長
選
挙
に

お
い
て
、
市
長
は
、
な
め
が
た
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
の

元
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
で
は
な
く
現
行
の
３
庁
舎
を
使

用
す
る
方
針
を
示
し
、
市
民
の
支
持
を
得
た
。
北
浦
庁

舎
と
玉
造
庁
舎
の
耐
震
診
断
を
行
い
、
今
後
の
費
用
や

庁
舎
の
見
直
し
を
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
も
予
算
を
承
認
し
て
耐
震
診
断
業
務
を
進
め
る

こ
と
に
賛
成
す
る
。

反
対
討
論

　
市
長
は
一
般
質
問
で
、
今
回
の
予
算
は
新
庁
舎
建
設

か
ら
３
庁
舎
維
持
へ
の
第
一
歩
と
答
弁
さ
れ
た
が
、
耐

震
診
断
調
査
結
果
の
具
体
的
な
活
用
方
法
や
庁
舎
建

設
基
本
計
画
の
改
正
手
順
は
不
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、

診
断
結
果
は
安
全
性
補
強
ま
で
の
算
出
で
あ
り
、
多

額
の
費
用
に
対
し
て
改
修
費
用
や
必
要
な
経
費
、
全

体
事
業
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
今
の
段
階
で
は
、
市
長

の
思
い
で
あ
っ
て
市
民
の
総
意
を
得
た
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
新
庁
舎
建
設
基
本
計
画
は
、
市
民
会
議

で
の
議
論
を
重
ね
市
民
意
見
公
募
や
市
民
説
明
会
を

経
て
進
め
ら
れ
て
き
た
。
市
議
会
に
お
い
て
も
庁
舎
建

設
特
別
委
員
会
を
設
置
し
議
論
を
重
ね
、
行
方
市
役

所
の
位
置
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
可
決
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
無
視
し
、
推
し
進

め
る
事
は
、
民
意
や
議
会
を
軽
視
し
た
も
の
で
あ
る
。

事
業
を
着
手
す
る
前
に
、
市
民
及
び
議
会
の
合
意
を

得
て
か
ら
予
算
化
す
べ
き
で
あ
り
反
対
す
る
。

賛
成
討
論

　
行
方
市
の
行
政
の
基
本
は
市
民
本
位
で
あ
り
、
限
ら

れ
た
資
金
と
人
材
の
中
で
、
最
小
に
し
て
最
大
の
費
用

対
効
果
を
出
す
事
が
使
命
で
あ
る
と
考
え
る
。
市
民
本

位
の
根
拠
と
し
て
の
３
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
法
的
根
拠

が
あ
る
こ
と
、
全
地
域
全
市
民
に
訴
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
直
近
の
デ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
選
挙
は

国
の
認
め
る
全
て
の
根
拠
で
あ
り
、
市
民
本
位
の
考
え

を
汲
み
取
る
た
め
の
選
挙
で
あ
る
。
も
っ
と
市
民
の
考

え
を
聞
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
の
考
え
が
あ
る
が
、
様
々

な
考
え
を
合
理
的
な
数
値
と
し
て
、
民
主
主
義
は
多
数

決
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
多
数
決
の
原
理
の
中

で
成
り
立
つ
の
が
行
政
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
に

立
っ
た
考
え
の
中
で
、
次
世
代
の
た
め
に
責
任
あ
る
判

断
を
求
め
る
。

議案賛否結果一覧表
（賛成＝○、反対＝×、棄権＝△、欠席＝－、議長＝■）

賛否が分かれた
議案と賛否結果

１　
宮
嵜　
和
洋

３　
伊
勢
山
仙
寿

４　
髙
野　
市
郎

５　
阿
部
孝
太
郎

６　
小
野
瀬
忠
利

７　
栗
原　
　
繁

８　
土
子　
浩
正

９　
貝
塚　
俊
幸

10　
鈴
木　
　
裕

11　
髙
橋　
正
信

12　
小
林　
　
久

13　
髙
木　
　
正

14　
大
原　
功
坪

15　
鈴
木　
義
浩

16　
岡
田　
晴
雄

17　
髙
栁
孫
市
郎

18　
宮
内　
　
守

賛 

否 

結 

果

議 案 第 63 号 × 〇 〇 ― 〇 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 ― ― 〇 〇 ■ 可決

※賛成者を起立させ、表決を行いました。
※棄権は表決する権利を行使しなかった場合です（棄権は退席・不在を含みます）。
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第４回（12 月）定例会で補正された予算（令和７年度）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

議案第 63 号
一般会計

（第５号）
8 億 6,341 万円　増額

（214 億 8,828 万７千円）

・庁舎耐震診断業務委託料　/　3,252 万 7 千円
・庁舎建設基本設計業務委託料 / △ 7,030 万円
・庁舎建設 CM 業務委託料　/　△ 4,620 万円
・財政調整基金積立金　/　３億 3,651 万８千円
・公共施設整備基金積立金　/　３億 8,100 万円
・行方市消防自動車整備事業積立金
� /　8,450 万１千円
・障害者福祉サービス給付費　
� / １億 1,027 万円２千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

原案可決
（賛成多数）

議案第 64 号
国民健康保険特別会計

（第１号）
189 万１千円　減額

（45 億 9,010 万９千円） ・職員給与費　/　△ 189 万１千円 原案可決
（全会一致）

議案第 65 号
介護保険特別会計

（第２号）

保険事業勘定
9,335 万６千円 増額

（39 億 1,321 万９千円）

・職員給与費　/　△ 1,319 万３千円
・国庫支出金等償還金　/　7,194 万６千円
・一般会計操出金　/　3,433 万４千円

原案可決
（全会一致）

議案第 66 号
水道事業会計
（第３号）

【収益的収入】72 万円　減額
（９億 5,302 万８千円）
【収益的支出】15 万９千円 減額
（８億 6,626 万２千円）

【収益的収入】
・他会計補助金　/　△ 72 万円
【収益的支出】
・受水費及び職員給与費　/　△ 15 万９千円　

原案可決
（全会一致）

議案第 67 号
下水道事業会計

（第１号）

【収益的収入】68 万２千円　減額
（８億 7,423 万９千円）
【収益的支出】68 万２千円　減額
（８億 7,423 万９千円）

【収益的収入】
・他会計補助金　/　△ 68 万２千円
【収益的支出】
・職員給与費　/　△ 68 万２千円

原案可決
（全会一致）

《市長提出議案》

令和７年第４回行方市議会定例会　提出議案議決結果
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

議案第 52 号 副市長の選任について 原案同意
（全会一致） ―

議案第 53 号 行方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
の一部を改正する条例について

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 54 号
行方市職員の給与に関する条例及び行方市一般職の任期付職
員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
について

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 55 号 行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例について

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 56 号

行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条
例及び行方市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤
務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を
改正する条例について

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 57 号 児童福祉法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
の制定について

原案可決
（全会一致） 教育厚生委員会

議案第 58 号 行方市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める
条例の制定について

原案可決
（全会一致） 教育厚生委員会

議案第 59 号 行方市スクールバス運行に関する条例の一部を改正する条例
について

原案可決
（全会一致） 教育厚生委員会

議案第 60 号 行方市道路線の廃止について 原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 61 号 行方市道路線の変更について 原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

議案第 62 号 行方市道路線の認定について 原案可決
（全会一致） 経済建設委員会

※　　　色が付いたものは賛否の分かれた議案です。
※補正予算は予算決算常任委員会に付託されました。


